
（平成２１年８月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



山口国民年金 事案 484 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月から同年 12月まで 

私は、申立期間当時、社宅に入っている主婦同士で「任意とはいえ、国

民年金には加入しておいた方が良い。」という話になったので、Ａ市役所

Ｂ出張所へ行き加入の手続をした。 

自分から届け出て国民年金保険料を納付しようとしたのに、３か月だけ

納付していないとは絶対に考えられない。 

支払わなければならないものは必ずきちんと支払ってきており、納付期

限を過ぎて納付したことは一度も無い。 

 申立期間の領収書は残っていないが、申立期間の国民年金保険料の納付

事実を認めて、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、昭和 39 年に婚姻後は、申立期間を除き、

国民年金保険料はすべて納付済みとなっている。 

また、昭和 54 年８月に申立人自身が国民年金に任意加入し、申立人が保管

している複数の領収書から、国民年金保険料を当月末日までに納付している

ことが確認できる上、申立人の納付意識は高く、「納付期限を過ぎて納付し

たことは無い。」という申立人の主張に符合し不自然さはみられない。 

さらに、申立人の夫は昭和 30 年からＣ株式会社に勤務して安定した収入を

得ており、申立期間当時、国民年金保険料を納付できないような経済的事情

があったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



山口国民年金 事案 485 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から 40 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 40年７月まで 

    私は、社会保険事務所に申立期間について国民年金保険料の納付記録を

照会したところ、納付事実が確認できない旨の回答を受けた。   

私の国民年金の加入手続は制度発足当初に母が行い、また、国民年金保

険料は、私が就職した昭和 40 年７月分まで、母が母自身の国民年金保険

料と一緒に納付してくれていたと記憶している。 

しかし、私のみが申立期間の納付記録が未納となっているので、申立期

間の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母は、国民年金保険料を完納しており、国民年金保険料の納付意

識は高かったことがうかがえる。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与していな

いものの、国民年金手帳記号番号は、これらを行ったとする申立人の母と連

番でＡ市から払い出されており、申立人の母が申立人の国民年金の加入手続

を行ったものと推測される上、Ａ市の国民年金被保険者名簿から昭和 36 年

４月から 39 年３月までの間、申立人及び申立人の母は同一年月日に国民年

金保険料を納付していることが確認できる。 

  さらに、申立期間について、当時のＡ市の国民年金保険料納付検認明細書

を見ると、申立人の母は、申立人と同様に未納期間となっているものの、こ

の期間は、特例納付や過年度納付を行っており、特に、昭和 40 年度の未納

保険料を納付する際には、申立人の申立期間に当たる昭和 40 年４月から同

年７月までの期間と申立人に厚生年金保険の加入期間がある同年８月から 41



年３月までの期間を区分して国民年金保険料を納付していることを踏まえる

と、申立人の申立期間における国民年金保険料も一緒に納付したと考えるの

が自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



山口国民年金 事案 486 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年７月から 40 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 37年７月から 40年 11月まで 

    私は、社会保険事務所に申立期間について国民年金保険料の納付記録を

照会したところ、納付事実が確認できない旨の回答を受けた。   

国民年金には制度発足当初から夫と共に加入したが、国民年金保険料を

納付しなかったことから、隣人である国民年金の集金人に言われて昭和 37

年７月から全額免除を申請した。その後、申請免除期間の保険料を納付し

ないと将来、年金がもらえなくなるとの説明を受け、40 年代の初めごろに、

私が私自身と夫の保険料を含めて 8,000 円程度を納付するなど、３回から

４回に分けて未納及び申請免除の期間の保険料を納付した記憶があるので、

夫と同様に申立期間の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁のオンライン記録及びＡ市の国民年金保険料検認連

名簿から、申立人の夫と同様に、昭和 36 年４月から 37 年６月までの期間の

未納分の国民年金保険料を特例納付するとともに、40 年 12 月から 42 年３月

までの期間の申請免除分の保険料は追納したものと推測される上、42 年４月

からは国民年金保険料を完納しており、国民年金保険料の納付意識は高かっ

たことがうかがえる。 

   また、申立人の長女は、「隣人である集金人から、申請免除期間の保険料

を納付しないと将来、年金がもらえなくなるとの話があり、私が中学生又は

高校生のころ、母が母自身と父に係る申請免除期間の保険料を納付したこと

を記憶している。」と証言しており、申立人の夫について、特例納付と追納

したことが確認できる申立期間前後の期間の納付時期（申立人については資



料が現存しないため納付時期が特定できない。）は長女が就職した昭和 46

年以降であることから、40 年代の初めごろに納付したとしている保険料は、

申立期間に係る追納と推測される。 

さらに、申立人が記憶している納付額も申立人及びその夫の申立期間に必

要な保険料額(夫婦二人分で１万 250 円)とおおむね一致している上、申立人

が集金人としている者の家族から、その者が昭和 40 年代の初めごろに国民

年金の集金を担当していたとの証言も得られるなど、申立人の申立内容の

信憑
  ぴょう

性は高い。 

   加えて、申立人は、昭和 42 年４月から国民年金保険料を完納しており、国

民年金保険料の集金人から、申請免除期間の保険料を納付しないと将来、年

金がもらえなくなると言われたとしていることを踏まえると、年々保険料が

高くなっていく現年度保険料のみを納付し、低額の申立期間を追納しないの

は不自然である。 

   このほか、申立期間には、年度内の一部が免除となっている期間が含まれ、

この場合、社会保険庁は被保険者台帳を特殊台帳として保存することになる

ところ、申立人の夫の特殊台帳は存在するが、申立人の同台帳は見当たらず、

当該年度についてすべて納付済みであったことがうかがえる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



山口厚生年金 事案 430 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、昭和 48 年９月は

８万 6,000 円、同年 10 月及び同年 12 月については９万 8,000 円、同年 11 月

及び 49 年２月から同年４月までの期間については９万 2,000 円、同年１月及

び同年６月については 10 万 4,000 円、同年５月及び同年７月については 11

万円に訂正する必要がある。 

なお、事業主は、昭和 48年９月から 49年７月までの上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年９月１日から 49年８月１日まで 

   社会保険庁の記録では、昭和 48年９月から 49年７月に係る標準報酬月額

が３万 9,000円となっているが、当時の給料支払明細書では８万 6,000円か

ら 11 万円の等級の保険料が源泉徴収されている。標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給料支払明細書において確

認できる保険料控除額及び報酬月額のそれぞれに基づき、昭和 48 年９月につ

いては８万 6,000 円とし、同年 10 月及び同年 12 月については９万 8,000 円、

同年 11月及び 49年２月から同年４月までの期間については９万 2,000円、同

年１月及び同年６月については 10 万 4,000円、同年５月及び同年７月につい



ては 11万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主であるＡ組合は、同組合が経営する市場の組合員の厚生年金保険の包括加入

先として、申立人が雇用されていた組合員である株式会社Ｂが同組合に提出し

た申立人に係る雇用届及び社会保険加入届に基づき申立人の申立期間に係る

標準報酬月額を３万 9,000 円として社会保険事務所に届け出たとしているこ

とから、事業主は、給料支払明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に

見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月

額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年 12月１日から 33年 10月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ(以下「Ｂ事業所」という。)におけ

る資格取得日に係る記録を 32 年 12 月１日に訂正し、同年同月から 33 年９月

までの標準報酬月額を 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年 10月 10日から 33年 10月１日まで 

私は、Ｂ事業所で、昭和 32年 10月 10日に面接を受けて採用され、明日

から出社するようにと言われ、出社すると消防係に配属された。 

私が昭和 32 年 10 月ごろからＢ事業所に勤務していたことは、複数の同

僚や先輩が証言してくれるはずである。 

しかし、厚生年金保険の被保険者資格の取得年月日は昭和 33 年 10 月１

日となっており、勤務の実態に合っていないし納得できない。申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間において、Ｂ事業所に勤務していたことは、申立内容及び

複数の同僚の証言により推認できる。 

しかし、当時の同僚が保管する失業保険被保険者資格取得届によると、これ

ら同僚は採用から２か月程度遅れて雇用保険に加入していることが確認でき、

事業主も「現地採用の従業員は臨時に使用する者として、当初は日給の日雇い

雇用であり、本採用となるまでの期間については厚生年金保険に加入させてい

なかったと思う。」と証言していることから、申立人も当該事業所に採用され

てから雇用保険の一般被保険者資格を取得した昭和 32年 12月１日までは、厚

生年金保険の適用除外とされる臨時採用であったことがうかがわれる。 



また、当時の同僚が保管する源泉徴収票によると、雇用保険の被保険者資格

を取得した月の給与から雇用保険料が控除され、当該月に係る厚生年金保険料

が翌月の給与から控除されていることが確認できる上、現在のＡ株式会社の人

事担当者は「当該同僚が保管する源泉徴収票からみて、申立期間当時Ｂ事業所

においては、従業員が雇用保険の一般被保険者資格を取得した日の属する月の

翌月から、取得月の厚生年金保険料を従業員の給与から控除していたと判断せ

ざるを得ない。」と述べており、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の取得

日に誤りがあったことを認めている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年 12月

１日から 33年 10月１日までの期間について、厚生年金保険被保険者として事

業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたと認められる。 

また、当該期間における標準報酬月額については、申立人の被保険者資格取

得日に係る社会保険事務所の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人に係る資格取得届の取得日を昭和 32年 12月１日とすべ

きところ 33 年 10 月１日と誤って記載し提出したことを認めていることから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格取得の届出を行っており、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る 32 年 12 月から 33 年９月までの厚生年

金保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 32年５月１日から 33年１月４日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ株式会社Ｂ(以下「Ｂ事業所」という。)における

資格取得日に係る記録を 32年５月１日に訂正し、同年同月から同年 12月まで

の標準報酬月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年３月１日から 33年１月４日まで 

私は、Ｂ事業所で、昭和 32年３月１日に面接を受けて採用され、同月６

日から消防署へ、約１か月間の教育実習に出された。 

その後、消防係に配属された。私が昭和 32年３月ごろからＢ事業所に勤

務していたことは、複数の同僚や先輩が証言してくれるはずである。 

しかし、厚生年金保険の被保険者資格の取得年月日は昭和 33年１月４日

となっており、勤務の実態に合っていないし納得できない。申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間において、Ｂ事業所に勤務していたことは、申立内容及び

複数の同僚の証言により推認できる。 

しかし、当時の同僚が保管する失業保険被保険者資格取得届によると、これ

ら同僚は採用から２か月程度遅れて雇用保険に加入していることが確認でき、

事業主も「現地採用の従業員は臨時に使用する者として、当初は日給の日雇い

雇用であり、本採用となるまでの期間については厚生年金保険に加入させてい

なかったと思う。」と証言していることから、申立人も当該事業所に採用され

てから雇用保険の一般被保険者資格を取得した昭和 32 年５月１日までは、厚

生年金保険の適用除外とされる臨時採用であったことがうかがわれる。 



また、当時の同僚が保管する源泉徴収票によると、雇用保険の被保険者資格

を取得した月の給与から雇用保険料が控除され、当該月に係る厚生年金保険料

が翌月の給与から控除されていることが確認できる上、現在のＡ株式会社の人

事担当者は「当該同僚が保管する源泉徴収票からみて、申立期間当時Ｂ事業所

においては、従業員が雇用保険の一般被保険者資格を取得した日の属する月の

翌月から、取得月の厚生年金保険料を従業員の給与から控除していたと判断せ

ざるを得ない。」と述べており、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の取得

日に誤りがあったことを認めている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年５月

１日から 33 年１月４日までの期間について、厚生年金保険被保険者として事

業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたと認められる。 

また、当該期間における標準報酬月額については、申立人の被保険者資格取

得日に係る社会保険事務所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人に係る資格取得届の取得日を昭和 32 年５月１日とすべ

きところ 33 年１月４日と誤って記載し提出したことを認めていることから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格取得の届出を行っており、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る 32年５月から同年 12月までの厚生年金

保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 433 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年 10 月１日から 33 年６月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ(以下「Ｂ事業所」という。)におけ

る資格取得日に係る記録を 32 年 10 月１日に訂正し、同年同月から 33 年５月

までの標準報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年８月１日から 33年６月１日まで 

私は、昭和 32年８月ごろにＢ事業所で面接を受けて採用され、同月より

勤務を始めたと記憶している。 

当初は消防係に配属された。私が昭和 32年８月ごろからＢ事業所に勤務

していたことは、複数の同僚や先輩が証言してくれるはずである。 

しかし、厚生年金保険の被保険者資格の取得年月日は昭和 33年６月１日

となっており、勤務の実態に合っていないし納得できない。申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間において、Ｂ事業所に勤務していたことは、申立内容及び

複数の同僚の証言により推認できる。 

しかし、当時の同僚が保管する失業保険被保険者資格取得届によると、これ

ら同僚は採用から２か月程度遅れて雇用保険に加入していることが確認でき、

事業主も「現地採用の従業員は臨時に使用する者として、当初は日給の日雇

い雇用であり、本採用となるまでの期間については厚生年金保険に加入させ

ていなかったと思う。」と証言していることから、申立人も当該事業所に採用

されてから雇用保険の一般被保険者資格を取得した昭和 32 年 10 月１日まで

は、厚生年金保険の適用除外とされる臨時採用であったことがうかがわれる。 



また、当時の同僚が保管する源泉徴収票によると、雇用保険の被保険者資格

を取得した月の給与から雇用保険料が控除され、当該月に係る厚生年金保険

料が翌月の給与から控除されていることが確認できる上、現在のＡ株式会社

の人事担当者は「当該同僚が保管する源泉徴収票からみて、申立期間当時Ｂ

事業所においては、従業員が雇用保険の一般被保険者資格を取得した日の属

する月の翌月から、取得月の厚生年金保険料を従業員の給与から控除してい

たと判断せざるを得ない。」と述べており、申立人の厚生年金保険の被保険者

資格の取得日に誤りがあったことを認めている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年 10月

１日から 33年６月１日までの期間について、厚生年金保険被保険者として事

業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたと認められる。 

また、当該期間における標準報酬月額については、申立人の被保険者資格取

得日に係る社会保険事務所の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人に係る資格取得届の取得日を昭和 32 年 10 月１日とす

べきところ 33年６月１日と誤って記載し提出したことを認めていることから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格取得の届出を行っており、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る 32年 10月から 33年 5月までの厚生

年金保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 32年７月１日から 33年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ株式会社Ｂ(以下「Ｂ事業所」という。)における

資格取得日に係る記録を 32年７月１日に訂正し、同年同月から 33年５月まで

の標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年４月 30日から 33年６月１日まで 

私は、Ｂ事業所で、昭和 32年４月 30日に面接を受けて採用された。入社

当初の３か月間は夜間の巡回の仕事で、その後消防係に配属された。 

私が昭和 32 年４月末ごろからＢ事業所に勤務していたことは、複数の同

僚や先輩が証言してくれるはずである。 

しかし、厚生年金保険の被保険者資格の取得年月日は昭和 33 年６月１日

となっており、勤務の実態に合っていないし納得できない。申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が申立期間において、Ｂ事業所に勤務していたことは、申立内容及び

複数の同僚の証言により推認できる。 

しかし、当時の同僚が保管する失業保険被保険者資格取得届によると、これ

ら同僚は採用から２か月程度遅れて雇用保険に加入していることが確認でき、

事業主も「現地採用の従業員は臨時に使用する者として、当初は日給の日雇い

雇用であり、本採用となるまでの期間については厚生年金保険に加入させてい

なかったと思う。」と証言していることから、申立人も当該事業所に採用され

てから雇用保険の一般被保険者資格を取得した昭和 32 年７月１日までは、厚

生年金保険の適用除外とされる臨時採用であったことがうかがわれる。 



また、当時の同僚が保管する源泉徴収票によると、雇用保険の被保険者資格

を取得した月の給与から雇用保険料が控除され、当該月に係る厚生年金保険料

が翌月の給与から控除されていることが確認できる上、現在のＡ株式会社の人

事担当者は「当該同僚が保管する源泉徴収票からみて、申立期間当時Ｂ事業所

においては、従業員が雇用保険の一般被保険者資格を取得した日の属する月の

翌月から、取得月の厚生年金保険料を従業員の給与から控除していたと判断せ

ざるを得ない。」と述べており、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の取得

日に誤りがあったことを認めている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 32 年７月

１日から 33 年６月１日までの期間について、厚生年金保険被保険者として事

業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたと認められる。 

また、当該期間における標準報酬月額については、申立人の被保険者資格取

得日に係る社会保険事務所の記録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人に係る資格取得届の取得日を昭和 32 年７月１日とすべ

きところ 33 年６月１日と誤って記載し提出したことを認めていることから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格取得の届出を行っており、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る 32年７月から 33年５月までの厚生年金

保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 436    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52年５月１日から同年６月 16日までの期

間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）における資格取得日に

係る記録を52年５月１日に、資格喪失日に係る記録を同年６月16日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を８万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年３月 20日から同年６月 30 日まで 

私は、社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立

期間の加入記録が確認できない旨の回答を受けた。 

Ｃ株式会社を昭和 52年３月 19日付けで退職後、以前勤務していたＤ市へ

就職することが内定していたが、直前になって株式会社Ａへ就職することと

なり、諸事情から同年６月 30 日で同社を退職した。給与から厚生年金保険

料を控除されている同年６月度の給与明細書があるので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、株式会社Ｂが提出した申立人の退職願（昭和 52年５月１日入社、

同年６月 15日付退職）及び申立人が所持していた給与明細書（52年６月度）

から、申立期間のうち、株式会社ＡのＥ営業所に 52年５月１日から同年６月

15日まで正社員として勤務し、52年５月分に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額は、申立人の給与明細書の厚生年金保険料額

から８万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行について、事業主は、「申立人に係る厚生年金保険の資格取得を事務処理の



誤りで届け出なかったことが考えられる。」としている上、申立期間の被保険

者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事

務所の記録が失われたとは考えられない。また、仮に、事業主から申立人に

係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪

失届を提出する機会があったこととなるが、当該機会においても社会保険事

務所は喪失届を記録しておらず、これは通常の処理では考え難いことから、

事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 52年５月の厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 52年３月 20日から同年５月１日までの期間及

び同年６月 16日から同年６月 30日までの期間については、申立人が同年３月

までと同年４月以降の株式会社ＡのＥ営業所長の氏名を覚えていることなど

から、同営業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、事業主は、「当時、臨時の従業員も多く、申立人も当初は臨

時であったと思われる。」と供述しているとともに、申立期間当時の株式会社

ＡのＥ営業所長であった二人も同様な供述をしている上、前述した退職願の存

在を踏まえると、臨時の従業員として勤務し、厚生年金保険に加入していなか

った期間であったものと推測される。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

  

山口国民年金 事案 487 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から 58 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和 54 年４月から 58 年５月まで 

    私は、社会保険事務所に申立期間について国民年金保険料の納付記録

を照会したところ、加入及び納付の事実が確認できない旨の回答を受

けた。 

勤務していた有限会社Ａが倒産し、自宅も競売となったため、Ｂ市

と相談して作成した返済計画書に従い、各種税金や国民年金を納付し

た。国民年金保険料は同市の集金人に妻が夫婦分を納付したと記憶し

ており、妻は納付している月もあるのに、夫である私の納付記録が申

立期間、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人が国民年金に加入し国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、国民年金保険料

を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人の国民年金加入手続を行ったとする申立人の妻は、加入手

続の状況（時期や場所等）に係る記憶が明確でない上、申立人の妻の国

民年金加入資格は申立期間も引き続き任意加入のままであり、Ｂ市の電

算記録及び社会保険庁のオンライン記録においても、申立人は有限会社

Ａを退職後、住所地のＢ市において国民年金の加入手続を行った形跡は

見当たらず、このため、同市では、国民年金保険料の納付のための納付

書の発行ができず、申立人は、国民年金保険料を納付できなかったと考

えるのが自然である。 

   さらに、申立人がＢ市と相談して作成したとしている返済計画書につい

て、同市では不明としていることから、同計画書に基づく国民年金保険



 

  

料の納付状況を確認することができない上、申立人の妻が申立期間当時、

納付したとする国民年金保険料は、実際の国民年金保険料額と異なって

いるなど、当時の記憶は曖昧
あいまい

である。 

   加えて、申立人の国民年金保険料の未納期間は、４年２か月に及んでお

り、この間、事務処理の誤りにＢ市が全く気が付かないとするのも不自

然である。 

  このほか、申立人の妻以外に申立人が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことに関する証言を得ることはできない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



山口厚生年金 事案 435 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年 12月１日から 29年４月１日まで 

私の夫は、昭和 27 年 12 月１日付けで、Ａ株式会社Ｂ支社Ｃ部から同支

社Ｄ部に転属となり、各漁場において幹部として勤務していたにもかかわ

らず、昭和 27 年 12 月１日から 29 年４月１日の期間が厚生年金保険の被保

険者期間となっていないことに納得できないので、調査をしてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻から提出のあった申立人に係る職歴資料及び元同僚等の証言か

ら、申立人が申立期間にＡ株式会社Ｂ支社Ｄ部に勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、申立期間当時に、Ａ株式会社Ｂ支社Ｄ部において勤務経験のある

複数の者から聴取したところ、幹部として入社したとする４人は、いずれも

準社員に昇格した時期の記憶と厚生年金保険の資格取得日がほぼ一致し、う

ち１人は準社員になった時に厚生年金保険被保険者証と健康保険証を受け取

ったと証言していることから、申立期間当時、Ｄ部においては、申立人と同

様に幹部として入社した者の厚生年金保険の適用に関し、準社員に昇格した

時点で厚生年金保険の被保険者とする取扱いをしていたことがうかがえる。 

また、申立人は平成５年に亡くなっている上、申立期間のほとんどが婚姻

前の期間であるため、申立人の妻からも申立人に係る厚生年金保険等の情報

を得ることができない。 

 さらに、申立事業所は平成 12 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、後継企業である株式会社Ｅに、申立人に係る勤務実態、厚



生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について照会したものの、

これらを確認できる関連資料や証言を得ることはできなかった。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山口厚生年金 事案 437 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 35年４月５日から 40年４月６日まで 

私は、社会保険事務所に申立期間について脱退手当金の支給記録を照会

したところ、支給済みとの回答を受けた。 

勤務していたＡ病院に係る脱退手当金を受給した記憶は無く、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

      社会保険事務所が保管している申立期間の厚生年金保険被保険者台帳記号

番号払出簿及び厚生年金保険被保険者名簿の申立人の氏名は、事業所を退職

した約８か月後の昭和 40 年 12 月 15 日に旧姓から新姓に氏名変更されてお

り、申立期間の脱退手当金の支給決定日は、申立人の氏名変更に近接した同

年 12 月 27 日であることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が

行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」表示が記されている上、申立人の脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りは無いなど、一連の脱退手当金の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶は無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



山口厚生年金 事案 438    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年１月１日から同年３月 14 日まで 

私は、株式会社Ａに昭和 48 年１月１日から友人と一緒に入社し、同年

１月末から大阪で研修後、同年３月からは子会社の有限会社Ｂの設立準備

に携わった。しかし、株式会社Ａにおける厚生年金保険の加入記録を社会

保険事務所に照会したところ、申立期間の加入記録が確認できない旨の回

答を受けた。 

申立期間は親会社の株式会社Ａで厚生年金保険に加入していたはずであ

り、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、雇用保険の加入記録によると、昭和 48 年１月 26 日から有限会

社Ｂに雇用されており、株式会社Ａでの雇用記録は確認できない。 

   また、株式会社Ａからの出向者である申立人の同僚は、「申立人や申立人

が同僚としている者は覚えているが、いずれも有限会社Ｂの社員として採用

し、申立期間は研修期間であったと思う。」と供述していることから、申立

期間当時においては、有限会社Ｂにおいて使用されていたことがうかがえ

る。。 

また、社会保険庁の記録によると、有限会社Ｂが厚生年金保険の適用事業

所となったのは、昭和 48年３月 14日であることが確認できる。 

さらに、申立人が一緒に株式会社Ａに入社したとしている友人（既に他

界）は、有限会社Ｂにおいて申立人と同様に昭和 48 年３月 14 日に厚生年金

保険に加入している上、申立期間当時は国民年金に加入していたことが確認

できる。 

   加えて、申立期間の前後を含む、株式会社Ａに係る昭和 47 年 11 月から 48



年３月までの社会保険庁のオンライン記録及び社会保険事務所が保管してい

る厚生年金保険被保険者原票に申立人や申立人が同僚としている者の氏名は

見当たらず、欠番も見られない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


